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８月１３日（火）まで
（10日～12日は土曜・
休日のため）

９月２日（月）まで
（8月31日、9月1日は
土曜・休日のため）

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和６年７月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和６年６月期分）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人
住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和６年５月期）
２カ月延長法人（令和６年４月期）
④　消費税・地方消費税の確定申告（１カ月ごと）（６月期）
⑤　消費税・地方消費税の確定申告（３カ月ごと）（３月、６月、９月、
　１２月期）
⑥　法人の中間申告（半期・１２月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　消費税・地方消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（６月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　３カ月ごと（３月、９月、１２月期）

①　源泉所得税には復興特別所得税の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）の終了日は
各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例は適用後２年
間継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

２
０
２
７
年
４
月
１
日
以
後
開
始
事
業

年
度
の
期
首
か
ら
適
用
か

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

会
　
　
計

去
る
７
月
10
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
５
２
回
リ
ー
ス
会
計

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
４
年
７
月
10
日
号

（
№
１
７
１
５
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
企
業
会
計

基
準
公
開
草
案
73
号
「
リ
ー
ス
に
関

す
る
会
計
基
準
（
案
）」
等
に
寄
せ

ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
の
方
向

性
と
個
別
事
項
に
つ
い
て
、
審
議
が

行
わ
れ
た
。

借
地
権
の
設
定
に
係
る
権
利
金
等

に
関
す
る
取
扱
い

第
１
４
９
回
専
門
委
員
会
（
２
０

２
４
年
６
月
10
日
号
（
№
１
７
１
２
）

情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
等
に
お
い

て
、「
借
地
権
の
残
存
価
額
の
設
定

を
認
め
る
べ
き
」と
の
意
見
に
対
し
、

次
の
事
務
局
案
を
示
し
て
い
た
。

残
存
価
額
の
設
定
を
認
め
る
。
た

だ
し
、
実
務
上
の
困
難
さ
に
対
応
す

る
た
め
、
借
地
権
の
承
継
が
行
わ
れ

る
可
能
性
を
見
込
む
こ
と
や
借
手
の

リ
ー
ス
期
間
終
了
時
に
予
想
さ
れ
る

譲
渡
価
額
を
見
積
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
残
存
価
額
を
ゼ
ロ
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
定
め
を
置
く
。

事
務
局
案
に
対
し
て
賛
否
が
聞
か

れ
て
い
た
た
め
、
今
回
、
追
加
的
な

検
討
を
行
っ
た
。
事
務
局
は
、「
借

地
権
の
譲
渡
に
あ
た
り
譲
渡
価
額
が

あ
る
場
合
も
想
定
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
残
存
価
額
の
設
定
を
認

め
る
こ
と
で
ど
う
か
」
と
前
回
同
様

の
事
務
局
案
を
示
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
賛
成
意
見
が
聞

か
れ
た
。

単
体
財
務
諸
表
へ
の
影
響

⑴　
連
結
会
社
相
互
間
の
リ
ー
ス
に

お
け
る
借
手
の
リ
ー
ス
期
間
の
決

定前
回
専
門
委
員
会
（
２
０
２
４
年

７
月
10
日
号
（
№
１
７
１
５
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
お
い
て
、

連
結
会
社
相
互
間
の
リ
ー
ス
に
お
け

る
借
手
の
リ
ー
ス
期
間
の
決
定
に
関

す
る
簡
便
的
な
取
扱
い
を
設
け
る
場

合
、「
当
該
リ
ー
ス
の
借
手
が
子
会

社
で
あ
る
な
ら
ば
、
親
会
社
が
借
手

の
リ
ー
ス
期
間
の
定
め
（
本
会
計
基

準
案
29
項
）
に
従
っ
て
決
定
し
た
期

間
を
借
手
の
リ
ー
ス
期
間
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
事
務
局
案

を
提
案
し
て
い
た
。

こ
の
事
務
局
案
に
対
し
て
、
第

５
２
８
回
親
委
員
会
で
聞
か
れ
た
「
親

会
社
の
方
針
に
従
っ
て
子
会
社
の
会
計

処
理
を
決
定
す
る
こ
と
は
特
段
の
定

め
を
設
け
な
く
と
も
実
務
上
行
わ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
意
見
を
踏

ま
え
、
事
務
局
は
、
特
段
の
手
当
て

を
行
わ
な
い
と
す
る
案
を
提
示
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
意
が
聞
か

れ
た
。

⑵　
税
法
へ
の
影
響
に
関
す
る
検
討

本
会
計
基
準
等
の
公
表
に
伴
い
、

現
行
の
法
人
税
法
等
が
本
会
計
基
準

に
整
合
す
る
形
で
改
正
さ
れ
る
こ
と

や
、
改
正
さ
れ
ず
に
会
計
・
税
法
で

取
扱
い
が
異
な
る
こ
と
な
ど
へ
の
懸

念
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
ビ
ジ
ネ
ス

へ
の
影
響
や
、
納
税
申
告
に
お
け
る

コ
ス
ト
の
発
生
、
消
費
税
法
改
正
へ

の
影
響
に
お
い
て
も
懸
念
す
る
声
が

聞
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
な
か
、
事
務
局
は
個

別
財
務
諸
表
に
対
す
る
特
別
の
措
置

を
設
け
な
い
と
す
る
案
を
変
更
し
な

い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
示
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
わ
が
国
の

会
計
制
度
は
連
単
一
致
を
採
っ
て
い

る
た
め
、
税
務
に
ど
う
し
て
も
影
響

を
与
え
得
る
」
と
し
て
、
リ
ー
ス
料

受
取
り
時
に
売
上
高
と
売
上
原
価
を
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公
約
と
社
会
契
約

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

先
日
行
わ
れ
た
東
京
都
知
事
選
挙

で
は
、
7
月
7
日
の
投
票
日
に
向
け

て
各
候
補
者
が
「
公
約
」
を
掲
げ
て

選
挙
活
動
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
公

約
と
は
、
有
権
者
に
対
し
て
、
実
行

の
約
束
を
す
る
こ
と
で
す
。
有
権
者

は
、
公
約
を
実
行
し
て
も
ら
え
る
と

信
じ
て
一
票
を
投
じ
ま
す
。

「
公
約
を
提
示
さ
れ
て
、
有
権
者
が

政
治
を
託
す
」
と
い
う
の
は
、「
契
約

の
締
結
」
に
似
て
い
ま
す
。
契
約
を
履

行
し
な
け
れ
ば
、
契
約
不
履
行
の
責
任

を
問
わ
れ
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、
選
挙

で
当
選
し
た
政
治
家
も
、
公
約
を
実
行

す
る
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

選
挙
は
、
学
校
で
習
っ
た
「
社
会

契
約
説
」
を
思
い
起
こ
す
機
会
に
な

り
ま
す
。
社
会
契
約
説
は
、
日
本
国

憲
法
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
国
憲
法
の
前
文
に
は
「
そ
も

そ
も
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託

に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
権
威

は
国
民
に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国

民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ

の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。

こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、

こ
の
憲
法
は
、
か
か
る
原
理
に
基
く

も
の
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。

「
国
民
の
厳
粛
な
信
託
」
と
は
、「
国

民
同
士
が
社
会
契
約
を
結
ん
で
、
権
力

を
国
家
に
預
け
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

平
等
な
人
間
同
士
が
「
契
約
」
を

結
ん
で
国
家
や
社
会
を
作
っ
た
と
い
う

の
が
「
社
会
契
約
説
」
で
す
。

社
会
契
約
説
は
、
人
間
が
平
等
で

あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
国
政
選
挙
で
は
、
毎
回

「
1
票
の
価
値
」
が
問
題
と
な
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
１
０
０
人
が
1
人

を
選
ぶ
場
合
と
、
10
人
が
1
人
を
選

ぶ
場
合
と
で
は
、
1
票
の
価
値
に
10

倍
の
差
が
あ
っ
て
平
等
と
は
い
え
な
く

な
る
か
ら
で
す
。

社
会
契
約
説
を
唱
え
た
1
人
が
イ
ギ

リ
ス
の
哲
学
者
ジ
ョ
ン・ロ
ッ
ク
で
、
ロ
ッ

ク
の
代
表
的
な
著
作
が
『
統
治
二
論

（
市
民
政
府
論
）』
で
す
。

当
時
、「
国
王
は
ア
ダ
ム
の
直
系
の

子
孫
で
あ
り
、
神
か
ら
統
治
者
と
し

て
の
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
王
に
逆
ら
う
の
は
神
に
逆
ら
う
こ

と
だ
」
と
主
張
す
る
人
が
い
ま
し
た
。

ロ
ッ
ク
の
「
市
民
政
府
論
」
は
、

前
編
で
、
こ
の
よ
う
な
王
権
神
授
説

の
考
え
方
に
反
論
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
、後
編
で「
平
等
」や「
社

会
契
約
説
」
を
唱
え
、「
国
王
の
権
力

を
、
国
民
の
代
表
者
が
集
ま
る
議
会

が
制
約
す
べ
き
」
と
論
じ
た
の
で
す
。

ロ
ッ
ク
は
、
す
べ
て
の
「
秩
序
」、
す

な
わ
ち
国
家
や
法
律
な
ど
が
何
も
な
い

自
然
の
ま
ま
の
状
態
を
考
え
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
自
然
状

態
は
世
界
に
存
在
し
ま
せ
ん
し
、
か

つ
て
存
在
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ロ
ッ
ク
の
い
う
自
然
状
態
は
、
あ
く
ま

で
、思
考
す
る
た
め
の「
記
号
」や「
数

式
」の
よ
う
な
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、

数
学
で
使
わ
れ
る
「
Ｘ
軸
と
Ｙ
軸
の
座

標
」
は
実
際
の
世
界
に
存
在
し
ま
せ

ん
。
幾
何
学
（
数
学
の
う
ち
図
形
や

空
間
を
扱
う
分
野
）で
は「
点
」、「
線
」、

「
面
」
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
ま
す
。

数
学
に
お
い
て
「
線
」
と
は
、「
幅
を

も
た
な
い
長
さ
」
の
こ
と
で
、「
線
に

は
厚
さ
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
紙
の
う
え
に
線
を
描
く
と
、

ど
ん
な
に
細
い
線
で
も
、
虫
眼
鏡
で

見
れ
ば
必
ず
、
い
く
ら
か
の
太
さ
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
純
粋
な
「
線
」

は
、
世
界
に
存
在
し
な
い
、
あ
く
ま

で
思
考
す
る
た
め
の
概
念
で
す
。
ロ
ッ

ク
の
い
う
「
自
然
状
態
」
も
、
数
学
の

「
線
」
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

ロ
ッ
ク
が
設
定
し
た
「
自
然
状
態
」

だ
と
、
国
家
も
法
律
も
な
い
の
で
す

か
ら
、
他
者
に
よ
る
侵
害
を
受
け
た

と
き
、
個
人
で
解
決
す
る
の
は
困
難

で
す
。
そ
こ
で
、
人
び
と
は
社
会
契

約
を
結
び
、
権
力
を
政
府
に
信
託
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
社
会
契
約
は
、

国
民
に
選
ば
れ
た
政
府
が
契
約
を
守

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
ま
す
。

選
挙
の
公
約
は
重
い
も
の
で
す
。

当
選
し
た
都
知
事
に
は
、
き
ち
ん
と

公
約
を
守
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

計
上
す
る
方
法
（
第
２
法
）
を
認
め

る
な
ど
の
措
置
を
求
め
る
意
見
が
聞

か
れ
た
。

事
務
局
は
親
委
員
会
に
お
い
て
審

議
す
る
と
回
答
し
た
。

適
用
時
期

公
開
草
案
で
は
、
強
制
適
用
時
期

に
つ
い
て
、「
２
０
Ｘ
Ｘ
年
４
月
１

日
［
公
表
か
ら
２
年
程
度
経
過
し
た

日
を
想
定
し
て
い
る
。］
以
後
開
始

す
る
」
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業

年
度
の
期
首
と
提
案
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
最
低
で
も
３
年

や
５
年
程
度
の
準
備
期
間
を
設
け
る

べ
き
で
あ
る
旨
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ

ら
れ
て
い
た
。

事
務
局
は
、
本
公
開
草
案
が
２
０

２
３
年
５
月
に
公
表
さ
れ
、
す
で
に

１
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
定
の
周
知
期
間
が
あ
っ
た
と
し
、

仮
に
２
０
２
５
年
３
月
よ
り
前
に
最

終
化
さ
れ
る
場
合
、
準
備
期
間
は
３

年
に
満
た
な
い
が
、
２
年
よ
り
も

多
く
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

２
０
２
７
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す

る
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度

の
期
首
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
て

は
ど
う
か
と
提
案
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
非
財
務
情

報
開
示
対
応
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
膨
ら

ん
で
い
る
な
か
で
は
、３
年
は
必
要
」

と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
、「
２
年
な
の
か
３
年

な
の
か
は
決
め
か
ね
る
。
親
委
員
会

に
て
審
議
す
る
」
と
回
答
し
た
。

金
融
商
品
に
関
す
る
減
損
の
定
め
の
レ

ビ
ュ
ー
、公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

去
る
７
月
４
日
、
国
際
会
計
基
準

審
議
会
（
以
下
、「
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
」
と

い
う
）
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融

商
品
」
の
減
損
の
定
め
に
関
す
る
Ｐ

Ｉ
Ｒ
（
適
用
後
レ
ビ
ュ
ー
）
を
完
了

し
、
公
表
し
た
。

当
該
Ｐ
Ｉ
Ｒ
の
目
的
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ

Ｂ
が
こ
れ
ら
の
定
め
を
開
発
し
た
際

に
、
財
務
諸
表
の
利
用
者
や
、
財
務

諸
表
の
作
成
者
、
監
査
人
、
規
制
監

督
者
に
意
図
さ
れ
た
よ
う
に
、
減
損

の
定
め
が
適
用
さ
れ
て
い
る
か
を
評

価
す
る
こ
と
で
あ
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｒ
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
調
査
は
、
全
体

と
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
減
損
の

定
め
は
、
当
初
意
図
さ
れ
て
い
た
と

お
り
に
適
用
さ
れ
て
お
り
、
財
務
諸
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勤
労
統
計
か
ら
み
る
利
上
げ
の
行
方

金
　
　
融

表
の
利
用
者
に
有
用
な
情
報
を
提
供

し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

特
に
次
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

・
減
損
の
定
め
に
は
特
に
基
本
的
な

欠
陥
は
な
く
、
信
用
損
失
を
適
時

に
認
識
す
る
結
果
と
な
る
。

・
予
想
信
用
損
失
に
関
す
る
有
用
な

情
報
を
投
資
家
に
提
供
し
て
い
る

が
、
一
部
の
信
用
リ
ス
ク
に
関
す

る
開
示
に
つ
い
て
改
善
の
余
地
が

あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

・
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
に
お
い
て
基
本

的
に
は
首
尾
一
貫
し
て
適
用
さ
れ

て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
領
域
に

お
い
て
よ
り
多
く
の
明
確
化
と
ガ

イ
ダ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
対

応
す
る
た
め
に
、
金
融
商
品
の
契
約

の
条
件
変
更
、
認
識
の
中
止
、
償

却
、
お
よ
び
予
想
信
用
損
失
の
認
識

が
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
償
却
原
価
測
定
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
、
明
確
化
さ

れ
る
べ
き
か
否
か
を
検
討
す
る
予
定

で
あ
る
。

さ
ら
に
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

７
号
「
金
融
商
品
：
開
示
」
に
お
け

る
信
用
リ
ス
ク
の
開
示
の
改
善
に
関

す
る
調
査
を
新
た
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
追
加
し
て
い
る
。

令
和
６
年
５
月
分
の
「
毎
月
勤
労

統
計
調
査
」
速
報
で
は
、
賃
金
、
労

働
時
間
、
雇
用
に
関
す
る
重
要
な

デ
ー
タ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

現
金
給
与
総
額
は
２
９
７
、１
５
１

円
で
前
年
同
月
比
１・
９
％
増
加
。
一

般
労
働
者
は
３
７
８
、８
０
３
円
（
２・

１
％
増
）、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は

１
０
８
、５
１
１
円
（
３・
２
％
増
）

と
増
加
し
て
い
る
。
特
に
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
増
加
率
が
注
目
さ
れ

る
。
労
働
時
間
は
総
実
労
働
時
間
が

１
３
７・
１
時
間
（
１・
２
％
増
）
で
、

一
般
労
働
者
は
増
加
し
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
は
80
・
９
時
間
（
０・
６
％

減
）
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
形
態
の
違

い
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

常
用
雇
用
指
数
も
１
０
４・
３
（
１
・

３
％
増
）
と
上
昇
し
、
雇
用
環
境
の

改
善
が
示
さ
れ
る
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
の
比
率
は
30
・
２
６
％
で
前

年
同
月
比
０・
２
９
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し

て
い
る
。

産
業
別
デ
ー
タ
で
は
、
建
設
業
や

情
報
通
信
業
、
運
輸
業
、
郵
便
業
で

給
与
の
増
加
が
顕
著
。
建
設
業
は

３
９
３
、１
２
３
円
（
７
・
２
％
増
）、

情
報
通
信
業
は
４
２
９
、５
６
４
円

（
４
・
８
％
増
）。
一
方
、
鉱
業
、
採

石
業
や
金
融
業
、
保
険
業
で
は
給
与

の
減
少
が
み
ら
れ
、
産
業
間
の
格
差

が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
デ
ー
タ
か
ら
、
経
済
回
復
の
兆

し
と
と
も
に
、
雇
用
形
態
や
産
業
に

よ
る
賃
金
の
ば
ら
つ
き
が
依
然
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。特
に
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
増
加
と
労

働
時
間
の
減
少
は
、
労
働
市
場
の
柔

軟
性
と
安
定
し
た
雇
用
環
境
の
確
保

の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
。

７
月
30
日
、
31
日
の
金
融
政
策
決

定
会
合
で
は
、
日
銀
が
利
上
げ
に
踏

み
切
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。
現
時
点

で
は
、
経
済
回
復
の
兆
し
が
あ
る
も

の
の
、
労
働
市
場
の
完
全
な
安
定
に

は
至
っ
て
い
な
い
点
は
マ
イ
ナ
ス
要

因
だ
。
し
か
し
、
今
回
の
デ
ー
タ
で

は
基
本
給
の
伸
び
率
は
31
年
振
り
の

高
さ
で
、
円
安
・
株
高
と
い
っ
た
環

境
も
あ
り
、
徐
々
に
利
上
げ
の
環
境

が
整
い
つ
つ
あ
る
。
日
銀
は
、
デ
ー

タ
を
慎
重
に
分
析
し
な
が
ら
イ
ン
フ

レ
抑
制
と
経
済
成
長
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
柔
軟

か
つ
包
括
的
な
金
融
政
策
を
展
開

し
、
賃
金
の
上
昇
と
雇
用
の
質
の
向

上
を
目
指
す
政
策
が
求
め
ら
れ
る
。

EUC

EUC（エンドユーザー・コンピューティング）とは、シス
テムの開発・運用を情報システム部門等で集中的に管理
するのではなく、利用部門（エンドユーザー）が実施する
管理体制をいう。EUCでは市販のパッケージ・ソフトウェ
アが利用される場合もあれば、スプレッドシート等の汎用
ソフトウェアをEUCのツールとして独自の処理に使う場
合もある。
企業において使われるスプレッドシートは、単純な集計

から、マクロ機能を用いて通常のコンピュータの自動計算
と同じような複雑な計算処理までさまざまな使い方があ
るが、比較的単純なスプレッドシートについては、手作業
による検算やスプレッドシートの整合性チェックツールの
利用による補完統制により、信頼性を損なうリスクを低減
できる場合があると考えられる。自動化機能を多用したス
プレッドシートの利用においては、処理の一貫性を維持す
るような内部統制の整備が求められる場合もある。

リストラクチャリングに関連する引当金

リストラクチャリングの手段として、①事業・子会社等
の整理（売却、清算等）、②事業所の統廃合、工場の閉鎖お
よび縮小、不採算店舗の閉鎖、③従業員の配置転換、子会
社への転籍、希望退職者の募集等が行われることがある。
これらにより生じる費用または損失については、個々の会
計事象ごとに異なる会計基準が適用されることになるが、
実務上、リストラクチャリングという目的に関連づけて、一
括して事業構造改善引当金、事業撤退損失引当金、事業
整理損失引当金等の名称で引当金として計上・表示され
ることがある。
リストラクチャリングに伴い発生する費用または損失に
ついては、原則として、固定資産の減損、投資有価証券の
減損、貸倒引当金、未払退職金等のそれぞれの内容に応
じた会計基準を適用して会計処理を行うことになる。会計
基準では直接規定されていない費用または損失のうち、
金額を合理的に見積ることができる場合は、引当金を認
識することになる。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2024年
7月3日

「企業内容等の開示に関する留
意事項について（企業内容等開
示ガイドライン）」の改正（案）

金融庁
企業内容等開示ガイドライン24－13の「有価証券報告書等の提出期限の
承認の取扱い」において、再度の延長承認の申請があった場合の取扱い等
を明確化するために、所要の改正を行うもの。コメント期限は８月２日。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20240703/20240703.html

―

2024年
7月4日

ベンチャーキャピタルにおいて
推奨・期待される事項（案） 金融庁

国内外の機関投資家の資金がベンチャーキャピタル（VC）に円滑に供給
されるよう、広く内外機関投資家から資金調達を目指すVCについて、
ファンドへの投資者（LP）およびファンド運営管理者（GP）の「推奨・期待
される事項」を策定するもの。コメント期限は８月３日。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20240704-2.html

―

2024年
7月5日

「サステナビリティ投資商品の
充実に向けたダイアログ」対話
から得られた示唆

金融庁

個人に魅力的なサステナビリティ投資商品の拡充・提供を促進していく
ために、商品組成を担う資産運用会社、投資を受ける企業、投資を行う個
人・機関投資家など、幅広い関係者との対話を通じて得られた今後の課
題や論点等に係る示唆をまとめたもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20240705.html

―

2024年
7月9日

サステナブルファイナンス有識
者会議第四次報告書 金融庁

サステナブルファイナンスに関わるテーマごとに関係する国内外の動向
とその進捗および課題と対応に係る議論を端的に記載したうえで、特に
重要と考えられる点を中核的論点として記載したもの。投資家等への幅
広い理解の促進と浸透、GXとトランジション・ファイナンスの推進、多
様化するサステナビリティ課題への対応とインパクト投資の推進が、特
に論点として取り上げられている。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20240709.html

―

2024年
7月9日

気候変動リスク・機会の評価等
に向けたシナリオ・データ関係
機関懇談会　課題と関係者の今
後の取組への期待

金融庁

研究機関、事業会社、金融機関等の幅広い関係者で、気候変動関連デー
タのより効率的かつ適切な利活用を図っていく観点から実施されてき
た、双方向での情報・意見交換で聞かれた、気候変動に係るデータとそ
の利活用に向けた課題と今後の期待に関する主な意見を記載したもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20240709-1.html

―

2024年
7月9日 令和６年度　税制改正の解説 財務省

令和６年度税制改正について、税法ごとに主税局担当官による解説を掲
載するもの。定額減税の実施、賃上げ促進税制の強化等、戦略分野国内生
産促進税制やイノベーションボックス税制の創設、交際費等から除外さ
れる飲食費に係る見直し等について解説されている。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/
explanation/index.html

―

日
経
平
均
、Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
と
も
に
史
上

最
高
値
を
更
新
へ

証
　
　
券

日
経
平
均
は
６
月
末
頃
か
ら
次

第
に
騰
勢
を
強
め
、
７
月
に
入
る

と
、
４
万
円
台
を
回
復
、
９
日
に
は

４
万
１
千
円
台
と
史
上
最
高
値
圏
へ

突
入
し
た
。
株
価
上
昇
を
主
導
し
た

の
は
、
バ
リ
ュ
ー
株
と
呼
ば
れ
る
成

熟
型
大
企
業
が
中
心
で
、
な
か
で
も

最
近
の
事
業
再
編
、
リ
ス
ト
ラ
の
成

果
が
業
績
を
押
し
上
げ
始
め
た
企
業

が
評
価
さ
れ
た
と
い
え
る
よ
う
だ
。

ま
た
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
は
７
月
４
日
に

２
８
９
８
・
４
７
を
つ
け
、
こ
れ
ま
で

の
最
高
値
２
８
８
４
・
８
０
を
約
35

年
振
り
に
抜
い
た
。
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
は

構
成
銘
柄
数
が
２
１
６
０
と
日
経
平

均
の
２
２
５
の
約
10
倍
で
あ
り
、
株

価
指
数
の
変
動
は
日
経
平
均
よ
り
も

緩
慢
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
反
面
、

日
経
平
均
よ
り
も
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
の
ほ

う
が
日
本
株
価
の
そ
の
実
態
、
実
勢

を
よ
り
反
映
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

大
方
の
予
想
を
上
回
る
日
経
平
均

や
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
の
上
昇
は
な
ぜ
実
現

し
た
の
か
？　

海
外
市
場
で
は
、
ア

メ
リ
カ
、
台
湾
な
ど
が
こ
の
期
間
に

緩
や
か
な
株
価
上
昇
を
実
現
し
た

が
、
中
国
、
欧
州
主
要
国
は
株
価
下

落
が
目
立
つ
。
中
国
は
相
変
わ
ら
ず

景
気
低
迷
が
続
き
、
欧
州
は
政
治
情

勢
の
急
変
に
影
響
さ
れ
た
よ
う
だ
。

ア
メ
リ
カ
は
や
や
複
雑
で
、
株
価
指

数
に
よ
っ
て
株
価
変
動
模
様
が
異
な

る
。
Ｎ
Ｙ
ダ
ウ
は
必
ず
し
も
上
昇

軌
道
に
乗
っ
て
い
な
い
が
、
Ｓ
＆
Ｐ

５
０
０
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
は
米
連
邦
準

備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
の
金
融

政
策
の
予
想
情
報
に
翻
弄
さ
れ
な
が

ら
も
、
上
昇
基
調
を
維
持
し
て
い
る
。

特
に
ナ
ス
ダ
ッ
ク
の
株
価
上
昇
力
は

力
強
く
、
７
月
末
の
米
連
邦
公
開
市

場
委
員
会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
の
行
方
な

ど
気
に
も
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
だ
。

こ
の
た
び
の
日
経
平
均
や
Ｔ
Ｏ
Ｐ

Ｉ
Ｘ
の
反
騰
は
ナ
ス
ダ
ッ
ク
の
堅
調

な
株
価
上
昇
に
刺
激
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
。
技
術
が
売
り
の
製
造
業
か

ら
株
価
回
復
企
業
が
出
て
き
た
こ
と

を
み
る
と
、そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
日
本
の
株
式
市
場
で
は
や

は
り
円
安
は
株
高
に
反
応
す
る
よ
う

だ
。
６
月
26
日
に
は
、
円
安
は
新
た

な
局
面
、
１
ド
ル
＝
１
６
０
円
台
に

突
入
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
株
価
の
停

滞
離
脱
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
き
た
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
株
価
は
ど
う
な

る
か
？　

こ
れ
ら
の
動
き
か
ら
み
る

と
、
米
株
価
に
追
随
し
て
い
く
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。


